
　松本法人会南松
本部会にござい
ます井川城地区。
松本駅前エリアに
アクセスが良く住宅
街が広がりますが、この
地にはかつて信濃国守護の小笠原氏が守護館を
構えていました（表紙写真中央部の田んぼの部
分が館のあった場所と考えられております）。
　こちらの館跡は里山辺にある二つの山城跡と
併せて「小笠原氏城跡」として国史跡に指定さ
れるとともに、昨年は著名人を招いてのイベン
トも開催されるなどその歴史的価値、人々の関
心も高まりを見せています。
　　　　　　　　　　　（川舩昌子編集委員）
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令和元年分の確定申告書の提出期限
　所得税及び復興特別所得税・贈与税　３月16日（月）　　　個人事業者の消費税及び地方消費税　３月31日（火）
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　　　・自宅からネットで申告　　　・添付書類の提出省略
　　　・還付がスピーディー　　　　・24時間いつでも利用可能
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　スマートフォン（タブレット含む）に最適化したデザインの「スマホ専用画面」を利用して、所得税の確定申告書を
作成し、税務署へ提出できる大変便利な申告方法です。

　
��������	
�������������スマホ専用画面をご利用いただける方の範囲が大幅に広
がります！
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　�����利用対象以外の方も、パソコン画面（Web画面）によりスマホで申告�������	�


利用対象者以外の方でも

　給与所得や公的年金などの雑所得、一時所得の申告をする方�������	
����
����医療費控除やふるさと納税（寄附金控除）をはじめ全ての所得控除（配偶者控除や扶養控除など）
に対応�������	
������ますますカンタン・便利������

専用画面の利用対象となる方
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口座振替の場合の振替日納　期　限税　　　目

４月21日（火）３月16日（月）所　得　税

－３月16日（月）贈　与　税

４月23日（木）３月31日（火）消費税及び地方消費税

転　送　先選択番号内　　　容
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　父に代わって社長に就
任したのが平成14年で、
20年には現社名に変更し
ました。就任当初はビル
清掃がメインの会社でし
たが、誠実・柔軟・公正

という創業の精神に基づいた仕事ぶりが評価され、施
設の維持管理全体へと依頼内容が増加し、それに合わ
せて必要とされる資格や許認可を獲得しながら事業を
拡大してきました。現在では建物の修繕や改修にも対
応する「建物に関する総合商社」としてプロフェッシ
ョナルなサービスを提供しています。その一方でサー
ビス業の人手不足は年々深刻化するばかりですので、
ベトナムからの技能実習生やインドネシアの大学生を
対象とするインターンシップの受け入れにも取り組ん
でいます。現地でのサービス
業の水準も向上中ですので、
帰国後に日本品質のサービス
が提供できるように技術だけ
ではなくおもてなしの心も身
に着けていただいています。
　休日には中学時代から続け
るサッカーを真剣にプレーし
ています。30代になってから
は、取引先の方に勧められて
始めた登山にもはまり、仲間
や職場の登山部のメンバーと
北アルプスの尾根伝いを縦走
したりしています。頂から見
る空の青さと緑のコントラス
トは絶景で、仕事を忘れてリ
フレッシュする瞬間です。
　　　　（横沢敏編集委員）

『建物のことなら任せて安心 ウィルトス』

　　株式会社ウィルトス

　　　　松本市本庄

 　　　　　　　代表取締役　�������

　ホテルブエナビスタのベルサービスとしてご活
躍されるトゥラーラー・キットミニさんにお話を
伺いました。トゥラーラーさんはスリランカのご
出身。日本文化に興味をもたれ高校時代から日本
語を学び、2013年に松本の学校に留学。学生生活
の中で、ブエナビスタでアルバイトを始めホテル
の仕事に魅力を感じ卒業後に入社されました。
　ベルサービスというお仕事は来館されたお客様
を最初にお出迎えし、最後にお見送りする「ホテ
ルの顔」ともいえるもので、その印象がお客様の
ホテルの評価にもつながる大切なものです。トゥ
ラーラーさんは日本語と母国語であるシンハラ語
（スリランカ）に加え、英語とインド語にも堪能
で、こうした語学力と洗練された気配り、心遣い
で、「来館されるお客様に喜んでいただけるよう
に、日本の文化を学びながら温かいおもてなしの
心で接したい」と語ってくださいました。
　休日は「料理を作ったり、スポーツジムに行った
りします」と、とても素敵な笑顔でお話ください
ました。ますますのご活躍をお祈りいたします♪
　　　　　　　　　　　　（川舩昌子編集委員）
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ホテルブエナビスタ
（東洋観光事業 株式会社）
松本市本庄
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　南松本部会は松本市南
松本、鎌田、双葉、出川、
そして井川城地区で構成
されています。表紙でも
取り上げました井川城地
区は松本駅の南に位置し、
14世紀ごろ信濃国守護小
笠原氏が「井川城（井川
館）」を建てたことが地名
の由来と考えられていま
す。また、こちらの館と
は別に、松本市の東部に
位置する里山辺地区には「林大城」「林小城」とい
う山城跡もございまして、その３つが「小笠原氏
城跡」として国史跡に指定されています。国宝松
本城だけではなく、歴史を伝える史跡がこの地域
に残されていることはとても貴重なことです。な
お、城館を築いた小笠原氏はその後、隣国甲斐
（山梨県）の武田氏の侵攻によりこの地を追われ
ましたが、徳川治世においては大名として返り咲
き、一時松本藩主としてこの地を治めました。
　こうした小笠原氏ゆかりの城館の国史跡指定は、
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「城のまち松本」の更な
る魅力向上につながって
いるのでしょう。昨年、
城郭考古学の第一人者中
井均氏（滋賀県立大学教
授）と、お城好きで有名
な噺家･春風亭昇太師匠
によるトークショーも開
催され大勢の方が参加さ
れたそうです。歴史は流
れ、人々のライフスタイ
ルや環境は大きく様変わ

りしましたが、この地の歴史の一端を伝える史跡
が残されていることはとても貴重なことですので、
私たちも大切に後世に伝えていきたいものです。
　　　　　　　　　　　　（川舩昌子編集委員）

南松本部会
該当エリア���������	�
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会員数�����
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昨年行われた中井均教授（左）と春風亭昇太師匠
の対談風景（写真提供：松本市教育委員会）
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　１月29日(水)、本年
度創立50周年を迎えた
波田部会（部会長：深
澤直久氏［㈱フカサワ
イール］）が、記念式
典・祝賀会を波田文化
センター・松本市波田
商工会にて開催いたし
ました。多数のご来賓、
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部会員の方々にご
出席いただいた中、
記念式典ではこの
度部会内に設置さ
れた「法人会加入
啓発PR看板」の披
露、青年部の租税
教育活動に関する
報告などが行われ
るとともに、その
後の祝賀会も大い
に盛り上がりまし
た。ご出席いただきました皆様、誠にありがと
うございました。挨拶をする深澤部会長

設置されたPR看板
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◆新しい上司の態度にみんなが困っています…

　20代後半でメーカーの総務部門で経理全般を担当す

るＡさんは、社歴６年の女性社員。経験も積んで業務

量も多くなり、責任も増してきました。忙しくなって、

ついデスク周辺の整理・整頓にも気が回らなくなりが

ちでした。

　５か月前に課長が交代しました。同じ総務部内の昇

進で、過去に経理担当の経験があります。事あるごと

にイライラするタイプで、細かな注文に課員の多くが

困っていました。ある日Ａさんが、処理しなければい

けない案件が溜まり、パソコンに向かっていた時、「ち

ょっとＡさん、こっちの仕事も頼むよ」と厚めに束ね

られた書類を机に置きました。Ａさんは数字入力に集

中していたので、途中で操作をやめることができず、

返事ができませんでした。ちょっとまずい、と思った

とたんに「その態度はなんだ」「返事ぐらいできないの

か」と上司の怒りの言葉が出ました。課内はああまた

か、という雰囲気になりました。同僚は課長が変わっ

て欲しいと思っていたので、気まずそうな顔をしてい

るＡさんには同情的でした。

◆望ましい伝え方─自己表現３つの柱

　さて、困った状況です。この場面で悪いのは誰です

か、と聞けば、一方的に怒った課長とか返事をしなか

ったＡさん、という答えが出るかもしれません。実は

このような場面で犯人探しをしても解決には結びつき

ません。この困った状況に焦点を当てて打開するとい

う視点を持つことが重要です。

　このＡさんのケースでの大事なことは言葉の伝え方

です。３つの柱があります。①その時の気持ちを言葉

にして伝える②事実を伝える③そして提案する─の３

つです。お聞きになった方もいると思います。アメリ

カで生まれたアサーティブな自己表現です。

　例えば今回の事例での①は課長の態度に対して「仕

事を片づけなければと焦っていました」となるでしょ

うか。②の場合は、例えば「いま私は今日中に片づけ

たい仕事が残っていて何とか時間内に終わりたいと集

中していました」と事実を伝えることがいいでしょう。

そして③の「課長が依頼する案件と、いまやっている

仕事のどちらを優先した方がいいでしょうか」と提案

する流れになれば、課長の言動も変わる可能性があり

ます。効率的に気持ちよく仕事を進めることがゴール

なら、感情を言葉にして示し、事実を伝え、そして提

案という自分を主語にした表現がスタートになります。

◆言葉と態度を一致させましょう

　言葉で伝えているのに、伝わっていないように思え

る場面も結構あります。その一つが「態度が邪魔して

いるから」です。「困っているんです」と笑いながら言

う。「ありがとう」とムッとしながら言う、などがその

例です。表情や姿勢が伝えたい言葉と合致しているこ

とが大事です。ぎこちない、手が落ち着きなく動いて

いる、頭が下がっている、など癖が影響しているかも

しれません。周りの人に聞いたり、鏡を見て自分で気

づくことも試してみてください。Ａさんと課長の最初

の場面は、言葉のやりとりになっていません。感情を

表に出したまま自分本位の課長に対して、Ａさんにも

素直さが欠けていたようです。

　自分の想いの伝え方の３つの要素を示しました。そ

の際にはできるだけ具体的に、簡潔に伝わるように自

分の中で整理することも心がけてください。

【筆者紹介】柏木勇一（かしわぎ・ゆういち）1941

年生まれ。大学卒業後、新聞社勤務を経て、現在Ｅ

ＡＰ企業でカウンセラーとして活動。産業カウンセ

ラー、家族相談士、交流分析士。
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　　　　　　　　産業カウンセラー　柏木　勇一

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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　三浦法律事務所�����������三 浦 守 孝
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�、資産の承継については株式・財産の分配のため、
株式保有状況を把握し、財産分配方針を決定し、（特に
親族内の承継の場合）①後継者への自社株式、事業用
資産の集中（安定経営のための経営権の集中と税の対
策）②後継者以外の相続人への配慮（争族の防止）と
いう２つの観点から検討が必要となります。
�、①においては後継者が安定的に経営できるために
後継者に議決権を集中させる必要があります。持株比
率については、（２/３以上の持株比率）が確保される
と単独で株主総会における特別決議が可能になり、営
業譲渡、定款変更、減資、解散、合併等会社の重要事
項の決議ができることになりますし、（１/２超の持株
比率）が確保されると単独で株主総会における普通決
議が可能になり、一般的な決議を決定できる地位を得
て、安定的な経営権を取得できることになります。
�、②において後継者以外の相続人への配慮として贈
与や遺言により、自社株等の事業承継に必要な資産を
後継者に集中させる場合において、他の相続人の遺留
分による制度があり配慮が必要となります。
　遺留分とは相続人に最低限度の相続権を保障するも
ので、目的は遺族の生活保障、相続人間の最低限の公平
の確保とされ、遺留分は原則として基礎財産（被相続人
の相続時の財産等）×法定相続分×１/２で算定されます。
　遺留分減殺請求権は相続した財産が自分の遺留分よ
り少ない場合、無償で多額の財産を取得した者から取
り戻す権利で、たとえば相続人が妻及び子ども２人の
場合において妻が１/４、子どもがそれぞれ１/８の遺
留分を有し、その割合を超えた贈与や遺贈は減殺請求
により効力を失い、経営権の集中には大きなダメージ
となりえます。
�、多くの相談者は、すべての家族への公平な財産の
分配を望みますので、自社株等以外の財産を他の相続
人に相続させる等の配慮が必要となります。
　後継者以外の相続人への配慮を欠くと相続争いが生
じて、円滑な承継が実現できなくなります。（いわゆる
争族となります）
�、以上のとおり円滑な事業承継にとって大きな制約
と課題としては、
①後継者に自社株式等を集中的に承継（議決権の過半
数を超える贈与etc）しようとする場合、遺留分が相
続人間の争いの要因となり、結果、自社株式が分散
する結果となるおそれがあります。
②生前贈与の財産（自社株）が相続開始時の価格で算
定されるため、後継者の経営意欲を削いでしまう結
果となる恐れがあります。
�、そこで民法の特例として一定の要件を満たす後継

者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続（経
済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可）を得ることを
前提に、以下の民法の特例の適用を受けることができ
ます。
　必要的合意（後継者と先代経営者の推定相続人間の
合意が必要となります。）
①生前贈与株式を遺留分の対象から除外（遺留分を算定
する財産の価額に算入しない＝除外合意）する手続き
　　贈与株式が遺留分減殺請求の対象外となるため、相
続に伴う株式分散を未然に防止することができます。

②後継者に贈与された株式等を遺留分算定基礎財産に
算入する価格を合意のときの時価に固定（固定合意）
する手続き

　　後継者の貢献による株式価値の上昇分が遺留分減
殺請求の対象外となるため、経営意欲が害されない
ことになります。
　この場合、税理士、公認会計士、弁護士等の価額
証明が必要となります。

③非後継者がとり得る措置の定め
　　後継者が合意した自社株式を処分した場合、先代
の生存中に代表者を退任した場合等に合意の解除や
制裁金等の定めが必要となります。

※平成28年４月には、親族内承継に限定されていた民
法の特例対象が親族外承継の際にも適用できるよう
に拡充されました。

�、事業承継における遺留分の問題については、従来
の制度を利用した対応策もあります。
①遺留分を事前放棄（民法1043条）する制度（1049条
に繰り下げ）

②後継者の貢献に対応して会社が利益（報酬など）を
分配する制度

　ただし、従来の制度では対応に限界があり、利用し
やすい仕組みの構築が必要となり、経営承継円滑化法
における民法の特例が定められました。
�、資産の事業承継に対する基本的な考えとして
　①経営権確保（議決権の集中）②遺留分への配慮
（円満相続）③納税資金の確保④節税対策を総合的に
考える必要があります。
　①から順番に対策を検討していき、特に後継者への
議決権の集中及び遺留分への配慮をセットでかつ最優
先で検討していくことが必要になります。
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お問合せは事務局（�35-8080）まで！

加害者から治療費、慰謝料及び損害賠
償金などを受け取ったとき

〔会社の税務 よろず相談室○143 〕所得税関係

�　交通事故などにより被害者が受け取った治療費、
慰謝料、損害賠償金などの課税関係について教えて
ください。
�　交通事故などのために、被害者が次のような治療
費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、
これらの損害賠償金等は非課税となります。
　ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害
者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される
金額を補てんするための金額が含まれている場合に
は、その補てんされた金額に相当する部分について
は、各種所得の収入金額とされます。

１　心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝

料など

　具体的には、事故による負傷について受ける治療
費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収
益の補償をする損害賠償金などです。
　ただし、治療費として受け取った金額は、医療費
を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける
場合は、支払った医療費の金額から差し引くことに
なります。しかし、その医療費を補てんし、なお余
りがあっても他の医療費から差し引く必要はありま
せん。 

２　不法行為その他突発的な事故により資産に加えら

れた損害について受ける損害賠償金など

　具体的には、事故による車両の破損について受け
る損害賠償金などです。

　しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、
次のようなケースでは注意が必要です。 
（1）　商品の配送中の事故で使いものにならなくなっ

た商品について損害賠償金などを受け取ったケー
ス
　棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、収
入金額に代わる性質を持つものであり、非課税と
はならず、事業所得の収入金額となります。 

（2）　車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、
その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの
賃借料の補償として損害賠償金などを受け取った
ケース
　この損害賠償金などは、必要経費に算入される
金額を補てんするためのものであり、非課税とは
ならず、事業所得の収入金額となります。

（3）　事故により事業用の車両を廃車とする場合で、
その車両の損害について損害賠償金などを受け取
ったケース
　車両の損害に対する損害賠償金などは非課税と
なります。ただし、車両について資産損失の金額
を計算する場合は、損失額から損害賠償金などに
よって補てんされる部分の金額を差し引いて計算
します。
　なお、この場合、損害賠償金などの金額がその
損失額を超えたとしても、全額が非課税となりま
す。

３　心身又は資産に加えられた損害につき支払を受け

る相当の見舞金

　非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわ
しい金額のものに限られます。また、収入金額に代
わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つ
ものは、非課税所得から除かれます。
（所法9、51、73、所令30、94、所基通9-19、9-23）

（税制委員会：赤羽総一郎、青木稔、山口優子

グループ稿）

（監修：関東信越税理士会　松本支部）
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―２月例会開催のお報せ―
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―新年特別例会ご報告―

　青年部では本年度最後の例会となる、２月例会を２
月26日（水）に開催いたします。［担当：第七委員会 山
田祥雄委員長（信州塩嶺高原カントリー㈱）］
　今回の例会では、近年何かと耳にする機会も多い
FacebookやInstagramといったSNSを活用した企業経営
についてのお話をしていただこうと、松本市でWebコン
サルティング事業を展開されています“ワイワイ信州”
代表の神社啓太氏を講師にお迎えし『 中小企業におけ
るSNSの効果と活用方法 』というテーマでお話を伺い
ます。
　青年部員以外の方もご参加頂けますのでお気軽にお
問い合せください。大勢のご参加をお待ちしておりま
す。
日　時　２月26日（水）18：00開始
　　　　（研修会18：00～19：00　懇親会19：00～21：00）
テーマ　『中小企業におけるSNSの効果と活用方法』
講　師　神社　啓太　氏（ワイワイ信州 代表）
会　場　アルピコプラザホテル
参加費　5,000円（懇親会費として）
お申込　松本法人会事務局まで　（事務局：35－8080）

　1月22日（水）、恒例の女性部新年特別例会として、本
年度は地元の音楽バンド「花とクローバー」さんをお
招きしミニコンサートを開催いたしました。
　ミニコンサートでは「銀座カンカン娘（高峰秀子さ
ん）」といった懐かしの名曲から「糸（中島みゆきさん）」
などのおなじみの曲、シャンソンの名曲、花とクロー
バーさんのオリジナル曲まで様々なジャンルの楽曲を、
ヴォーカルの花村佑子さんの素敵な歌声で楽しませて
いただきました。
　コンサートの後には食事会も開催され、新春らしい
明るく華やかな例会となりました。大勢のご参加あり
がとうございました。

花
と
ク
ロ
ー
バ
ー　

花
村
さ
ん

　女性部では松本税務署ならびに管内小学校にご協力
をいただきながら租税教育活動の一環として【税に関
する絵はがきコンクール】を実施
しております。本年度も小学校で
租税教室を受講した児童たちに、
授業で学んでもらった『税』につ
いての知識を一枚の絵ハガキに仕
上げてもらう取り組みを実施し、
９校から308作品が寄せられまし
た。
　１月16日には松本税務署から高
橋副署長をはじめとする幹部の方
々にも出席いただき作品
選考会を開催し、女性部
正副部長の皆さんと寄せ
られた作品１点１点を確
認し、松本税務署長賞１
点、松本法人会女性部長
賞１点、優秀賞15点、特

別賞18点を選考いたしました。
　どの作品も、税について児童たちが学び、感じたこ
とを素直に表現してくれている素晴らしい作品でした。
こうした作品は大勢の一般の方々が税務署を訪れる確
定申告期間中、松
本税務署に展示す
る予定になってお
りますので機会が
あればぜひ足をお
運びいただければ
と思います。

��������������	
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松本税務署長賞
受賞作品

松本法人会女性部長賞受賞作品

　どの作品も素晴ら
しいものでした



－　10　－

令和２年２月１日発行 第　541　号ま つ も と ほ う じ ん

「
消
費
税
申
告
一
声
運
動
実
施
中
」

福利厚生のページ

松本支社/長野県松本市本庄1-3-10 (大同生命松本ビル3F)
TEL 0263-32-0829
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決算説明会（法人税・消費税/１月決算法人対象）
２月27日�　午後２時より　
　　　　　　　　　　　　大同生命松本ビル１階会議室
※同時開催「消費税の軽減税率制度等に関する説明会」

２月の予定
４日広報委編集会議　５日県連理事会　６日税制委グ
ループ会議　12日新設法人説明会、全法連税制セミナ
ー　13日第106回税制勉強会　14日２月役員会　20日
会員親睦ボウリング大会　21日冬期特別研修会　26日
青年部２月例会　27日決算説明会

　全国の法人会では、公平で健全な税制の実現を目指
して皆様の意見や要望を反映しながら、税のあるべき
姿や将来像を見据えて建設的な提言を行っています。
　私たち松本法人会でも令和３年度税制改正に対する
提言事項作成に向けて「税に関するアンケート」を作
成し、今号付録として同送しております。
　皆様の声をまとめて、地元自治体・選出国会議員に
お届けしますので、どうかご協力をお願い申し上げま
す。

  今号付録　 　　　　　　　　　　　　　　　

�������	
���������

　当会親睦事業開催時にお預かりした「チャリティー
募金」を原資の一部として、2020シーズンも松本山雅
ＦＣへのサポート（パートナーカンパニー 10）を実施
しております。　
　その返礼としていただきました主催試合観戦チケッ
トをご希望される方に抽選でプレゼントいたします。下
記方法にてご応募下さいますようお願い申し上げます。
【応募方法】
①お名前　②企業名　③ご連絡先（住所・電話番号）
④ご希望される試合
※お一人様１試合とさせていただきます。右の『対戦
スケジュール』をご確認いただき、「試合日時」と「対
戦チーム」をご記入下さい 。（ご希望の試合に外れ
ても、他の試合に当選される場合もございます。）
　上記４項目をご記入いただき、法人会事務局にＦＡ
Ｘ（36－0839）で、２月19日（水）までにご返信いた
だきますようお願い申し上げます。（当選者の発表は
チケットの発送をもって代えさせていただきます。）
【注意点】
・チケットは会場：アルウィン/ホーム自由席です。

・各試合チケットは２枚ございます。１名の方にペア
でプレゼント。

・今回は３月１日［vsアルビレックス新潟］～４月29
日[vsアビスパ福岡]までのチケットです。以降の試
合は後日ご案内いたします。

・諸事情により、チケットの発送が試合間近になるこ
とがございますがご了承願います。

【お問い合せ】法人会事務局（電話：0263-35-8080）

『対戦スケジュール』
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キックオフ
時間対戦チーム試合日節
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　１月１７日（金）、１月
拡大役員会･新入会員
歓迎会を開催しました。
当会の６つの委員会
（総務・研修・組織・
広報・税制・厚生）な

らびに青年部・女
性部の来年度事業
計画の相互確認等
を行うとともに、
昨年度新たに入会
いただいた方と紹
介者をお招きし感
謝の気持ちをお伝えするとともに当会事業への理解を
深めていただきました。会議終了後には新春恒例の賀
詞交換会を開催し、大いに交流を深めました。
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マンホールもOne Sou1
（松本市）

　昨年末より松本
の中心市街地にあ
る10か所のマンホ
ールの蓋のデザイ
ンが一新しました。
松本山雅FCのエ
ンブレムやマスコ
ットにちなんだ絵

柄で、すべて違う10種類。今シーズンは再びＪ２で戦
うチームですが、サポーターにとっては街歩きの楽し
みが増えそうです。（横沢敏編集委員）
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個人情報の取扱について

　当会は、会員企業に係る「個人情報」
を研修会・諸会議の開催通知、機関紙
等の送付並びに福利厚生制度のご案内
など、本会の事業活動のために利用し、
それ以外の目的で利用することは一切
ありません。
　また、お届けいただいた個人情報の
開示、訂正等のお問い合わせは下記窓
口までお願いいたします。
一般社団法人松本法人会　個人情報取扱係
　

発　行　所
一般社団法人 松本法人会

〒390‐0814
長野県松本市本庄1丁目3番10号

TEL（0263）35‐8080
FAX（0263）36‐0839
編集人　 百瀬衛貴男
（毎月1回１日発行）

印刷所　信州印刷株式会社


